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規 則

高知県職員駐車場の利用料の徴収に関する規則の一部を改正す

る規則をここに公布する。

平成26年 3月25日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第 6号

高知県職員駐車場の利用料の徴収に関する規則の一部を

改正する規則

高知県職員駐車場の利用料の徴収に関する規則（平成19年高知

県規則第46号）の一部を次のように改正する。

第 2条中「意義は、」を「意義は、それぞれ」に改める。

別表中「高知県衛生研究所」を「高知県衛生研究所　高知県立

高知工業高等学校」に、「高知県立高知工業高等学校　高知県立

盲学校」を「高知県立盲学校」に、「高知県土木部公園下水道課

課員駐在所」を「高知県土木部公園下水道課課員駐在所　高知県

安芸福祉保健所」に、「高知県立高知小津高等学校」を「高知県

立高知小津高等学校　高知県立高知北高等学校」に、「高知県立

日高養護学校高知みかづき分校」を「高知県立日高養護学校高知

みかづき分校　高知県高知東警察署」に、「高知県いの警察署　

高知県土佐警察署」を「高知県香美警察署　高知県土佐警察署　

高知県土佐警察署いの警察庁舎」に、「高知県安芸福祉保健所　

高知県中央東福祉保健所」を「高知県中央東福祉保健所」に、

「高知県西部家畜保健衛生所檮原支所　高知県安芸土木事務所」

を「高知県西部家畜保健衛生所檮原支所」に、「高知県立高知南

高等学校　高知県立高知北高等学校」を「高知県立高知南高等学

校」に、「高知県室戸警察署　高知県香南警察署　高知県香美警

察署　高知県本山警察署」を「高知県高知東警察署本山警察庁舎

　高知県室戸警察署　高知県香南警察署」に、「高知県中央児童

相談所」を「高知県立希望が丘学園　高知県中央児童相談所」

に、「高知県中央西土木事務所越知事務所」を「高知県中央西土

木事務所越知事務所　高知県須崎土木事務所四万十町事務所」

に、「高知県立須崎高等学校」を「高知県立須崎高等学校　高知

県立檮原高等学校」に、「高知県立希望が丘学園　高知県立中村

高等技術学校」を「高知県立中村高等技術学校　高知県中央東農

業振興センター嶺北農業改良普及所」に、「高知県西部家畜保健

衛生所高南支所　高知県須崎土木事務所四万十町事務所」を「高

知県西部家畜保健衛生所高南支所」に、「高知県立檮原高等学

校」を「高知県立幡多農業高等学校」に、「高知県立足摺海洋館

　高知県中央東農業振興センター嶺北農業改良普及所」を「高知

県立足摺海洋館」に、「高知県水産試験場」を「高知県中央家畜

保健衛生所田野支所　高知県水産試験場」に、「高知県立大方高

等学校　高知県立幡多農業高等学校」を「高知県立大方高等学

校」に、「高知県立農業大学校研修課　高知県環境保全型畑作振

興センター　高知県畜産試験場　高知県中央家畜保健衛生所田野

支所」を「高知県立農業担い手育成センター　高知県畜産試験

場」に改める。

附　則

この規則は、平成26年 4月 1日から施行する。

高知県立精神保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施

行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成26年 3月25日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第 7号

高知県立精神保健福祉センターの設置及び管理に関する

条例施行規則の一部を改正する規則

高知県立精神保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施

行規則（昭和48年高知県規則第17号）の一部を次のように改正す

る。

第 2条を次のように改める。

（手数料の額）

第 2 条　消費税法（昭和63年法律第108号）第29条に規定する消

費税の税率を乗じて得た消費税の額及び当該消費税の額に高知

県税条例（昭和33年高知県条例第 1号）第70条の 4に規定する

地方消費税の税率を乗じて得た地方消費税の額を加えることと

なる条例第 3条の規則で定める額は、650円とする。

第 3 条中「条例第 3 条の規定による」を削り、「、又は」を

「、又は手数料を」に改める。

別記様式を次のように改める。
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附　則

（施行期日）

1　この規則は、平成26年 4月 1日から施行する。

（経過措置）

2　この規則による改正前の高知県立精神保健福祉センターの設

置及び管理に関する条例施行規則別記様式は、この規則による

改正後の高知県立精神保健福祉センターの設置及び管理に関す

る条例施行規則の規定にかかわらず、残品の限度で使用するこ

とができる。

高知県精神科病院における任意入院者の症状等の報告に関する

条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成26年 3月25日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第 8号

高知県精神科病院における任意入院者の症状等の報告に

関する条例施行規則の一部を改正する規則

高知県精神科病院における任意入院者の症状等の報告に関する

条例施行規則（平成18年高知県規則第131号）の一部を次のよう

に改正する。

別記様式を次のように改める。
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附　則

（施行期日）

1　この規則は、平成26年 4月 1日から施行する。

（経過措置）

2　この規則による改正前の高知県精神科病院における任意入院

者の症状等の報告に関する条例施行規則別記様式は、この規則

にる改正後の高知県精神科病院における任意入院者の症状等の

報告に関する条例施行規則の規定にかかわらず、残品の限度で

使用することができる。

児童福祉法第56条第 2項の規定による費用の徴収に関する規則

の一部を改正する規則をここに公布する。

平成26年 3月25日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第 9号

児童福祉法第56条第 2項の規定による費用の徴収に関す

る規則の一部を改正する規則

児童福祉法第56条第 2項の規定による費用の徴収に関する規則

（昭和43年高知県規則第38号）の一部を次のように改正する。

別表第 2備考 2の( 2 )中「第41条第 1項、第41条の 3の 2第 1

項及び第 4 項」を「第41条第 1 項及び第 6 項、第41条の 2 第 3

項、第41条の 3の 2第 1項及び第 5項」に、「第41条の19の 3第

1項及び第 2項、第41条の19の 4第 1項及び第 2項並びに第41条

の19の 5 第 1項」を「第41条の19の 3第 1項及び第 3項並びに第

41条の19の 4 第 1 項及び第 3 項」に改め、同表備考 7 の( 3 )中

「同条第13項」を「同条第12項」に、「同条第14項」を「同条第

13項」に、「同条第15項」を「同条第14項」に改める。

附　則

この規則は、平成26年 4月 1日から施行する。

高知県青少年問題協議会条例施行規則を廃止する規則をここに

公布する。

平成26年 3月25日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第10号

高知県青少年問題協議会条例施行規則を廃止する規則

高知県青少年問題協議会条例施行規則（昭和29年高知県規則第

29号）は、廃止する。

附　則

この規則は、平成26年 4月 1日から施行する。
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